
令和３年度 第１回 磐田市廃棄物減量化等推進審議会 

日時：令和３年７月 28 日（水）午前 10 時～ 

 会場：磐田市クリーンセンター２階研修室 

次  第 
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３ 環境水道部長挨拶 
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（１）磐田市一般廃棄物処理基本計画の改定方針について 

 （２）これまでの一般廃棄物処理状況について 

（３）現基本計画の取組み状況について 

（４）令和３年度の主な取組みについて 

（５）その他報告事項

５ 閉会
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（１）磐田市一般廃棄物処理基本計画の改定方針について 

①改定の趣旨 

本計画は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項に基づき策定してお

り、一般廃棄物（ごみ・生活排水）の処理に関する方針を長期的・総合的視点に 

 立って明確にするものである。 

平成 23 年度に現基本計画を策定したが、令和３年度に計画目標年度を迎えるに

当たり、改めて社会情勢、地域の実情等を踏まえて見直し、令和４年度から令和 13 

年度の基本計画に改定する。  

  <計画の内容> 

  ・基本的事項（策定の趣旨、計画の期間） 

  ・ごみ処理基本計画（ごみ処理の基本方針、処理状況、基本計画） 

  ・生活排水処理基本計画（生活排水処理の基本方針、排出状況、基本計画） 

②本計画の位置付け 

本計画は、「磐田市総合計画」、「磐田市環境基本計画」を上位計画とし、一般

廃棄物対策を担う個別計画として位置付けられている。

磐田市総合計画  平成 29 年策定済、令和３年後期基本計画策定予定

       環境対策を担う計画

磐田市環境基本計画 平成 30 年策定済、令和４年見直し予定

       一般廃棄物対策を担う計画

一般廃棄物処理基本計画

・ごみ処理基本計画    

    ・生活排水処理基本計画   

③改定の方向性 

ア 国際的な動向を踏まえた改定 

   ・「持続可能な開発目標ＳＤＧｓ」の実現に向けた動き 

   ・2050カーボンニュートラル実現に向けた動き 

 イ 国の動向を踏まえた改定 

   ・「食品ロス削減推進法」「プラスチック資源循環促進法」等 

ウ 静岡県環境基本計画、静岡県循環型社会形成計画、ふじのくに地球温暖化対 

策実行計画の見直しを踏まえた改定 

エ 磐田市総合計画、磐田市環境基本計画等、上位計画の見直しを踏まえた改定 

オ 磐田市一般廃棄物処理基本計画のこれまでの 10 年間の取組み状況を踏まえた 

改定 
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⑤一般廃棄物処理計画関係法令（参考）

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

（一般廃棄物処理計画）  

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一

般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。  

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域

内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

 磐田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例    

第４章 廃棄物の適正処理 

(処理計画の公示) 

第 13 条 市長は、法第６条第２項の規定により一般廃棄物の処理に関

する計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、これを公示

しなければならない。処理計画に変更が生じたときも、同様とする。 

⑥磐田市の一般廃棄物処理に関する計画（参考）

本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条に基づき、一般廃棄物処理

計画を策定している。 

ア 磐田市一般廃棄物処理基本計画（平成 24 年度～令和３年度） 

本計画は、磐田市の廃棄物行政における根幹を成すものとして平成 23 年度に

策定した。一般廃棄物(ごみ・生活排水)の処理に関する方針を長期的・総合的

視点に立って明確にするものである。令和３年度に改定を行う。

イ 磐田市一般廃棄物処理実施計画（令和３年度） 

本計画は、一般廃棄物処理基本計画に基づき、年度毎に一般廃棄物の収集運

搬及び処分について策定している。
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①ごみ排出量の推移（ごみ処理基本計画の数値目標） 

 一人一日あたりのごみ排出量は、平成 17 年の合併以降、中長期的に見て減少

傾向にある。 

 現計画では、平成 21 年度を基準年として 737ｇだった一人一日あたりのごみ

排出量を、令和３年度に基準年の 10％減となる 663ｇ（平成 28 年度に 685ｇに

変更）にする目標を設定したが、達成は困難な状況であるため、これまでの取

組みを検証するとともに、新たな施策を導入する等、一層のごみ減量に取り組

む必要がある。 

表１－１ 一人一日あたりのごみ排出量の推移 （g/人・日） 

参考 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績 784 791 794 751 737 710

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

目標 704 701 696 693 688 682 679 674 671 666 663

見直し目標 705 685

実績 710 688 666 689 705 697 703 731 726 741

グラフ１－１ 

（２）これまでの一般廃棄物処理状況について 
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参考に全国や県内の自治体との比較では、本市の令和元年度の一人一日あた

りのごみ排出量は 764ｇであり、全国平均 918ｇ、静岡県平均 885ｇと比較して

少ない数値で推移している。 

なお、今回参考としている環境省の一般廃棄物処理実態調査は、古紙等の集

団回収量を含んだ数値であるため、前ページの一人一日あたりのごみの排出量

の数値とは一致しない。 

表１－２ 一人一日あたりのごみ排出量の全国平均、県平均との比較(g/人・日） 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 

全国平均 1,131 1,115 1,089 1,033 994 976

県平均 1,117 1,107 1,089 1,049 1,012 975

磐田市 939 948 944 889 858 818

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

全国平均 975 964 958 947 939 925 920 918 918

県平均 968 943 917 902 896 886 878 886 885

磐田市 809 768 728 748 757 749 747 774 764

グラフ１－２ 

※一般廃棄物処理実態調査（環境省）より 

 環境省の実態調査のごみ総排出量＝ 計画収集量 ＋ 直接搬入量 ＋ 集団回収量 
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②資源化率の推移（ごみ処理基本計画の数値目標） 

 資源化率は、古紙のコンテナ等、民間の資源物回収拠点の整備が進み、地域

団体が実施する古紙等の集団資源回収量が減少傾向にあるため、減少している。 

 現計画では、平成 21 年度を基準年として 22.6％だった資源化率を、令和３年

度に 23.2％にする目標を設定したが、達成は困難な状況であるため、今後も資

源物の排出環境の更なる充実や、令和３年度から本格的に取り組む磐田市クリ

ーンセンターの焼却灰の資源化委託等により、資源化率の向上に取り組む必要

がある。 

表２ 資源化率の推移 （％） 

参考 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績 24.7 25.1 24.1 23.7 22.6 23.6

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

目標 23.6 23.5 23.5 23.4 23.3 23.4 23.3 23.4 23.3 23.3 23.2

実績 25.7 22.9 21.4 20.8 21.2 19.4 18.6 18.1 16.6 17.5

グラフ２ 

※資源化率＝（資源化物量＋古紙等集団資源回収及び拠点回収量＋焼却灰等資源化量） 

         ÷（ごみ排出量＋古紙等集団資源回収及び拠点回収量）×100 
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③最終処分量の推移（ごみ処理基本計画の数値目標） 

最終処分量は、平成 26 年度に家庭ごみの分別区分を変更し、最終処分場に埋

め立てていた硬質プラスチック等の「破砕ごみ」を「可燃ごみ」へ変更したた

め、大幅に減少している。 

現計画では、平成 21 年度を基準年として 2,672ｔだった最終処分量を、令和

３年度に 2,250ｔにする目標を設定し、達成見込みであるが、最終処分量を更に

減らすため、埋め立てごみの資源化や更なるごみの減量に取り組む必要がある。 

表３ 最終処分量の推移 （ｔ） 

参考 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績 4,608 3,711 3,822 2,538 2,672 2,348 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

目標 2,330 2,320 2,320 2,300 2,290 2,270 2,300 2,280 2,280 2,270 2,250 

実績 2,596 2,316 2,151 840 845 836 827 1,029 735 861 

グラフ３ 
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④水洗化人口、処理率の推移（生活排水処理基本計画の数値目標） 

水洗化人口は、平成 22年度 128,142 人、処理率 77.0％から令和２年度 146,958

人、処理率 87.0％となった。 

平成 22 年度を基準年として 77.0％だった水洗化処理率を、令和３年度に

86.4％にする目標の達成ができた主な要因としては、下水道整備面積を 3,393ha

まで進めたことや、下水道整備区域における接続の推進、区域外における合併

処理浄化槽への転換促進を継続的に行ったことが挙げられる。 

今後も、下水道整備区域内での接続推進や、区域外での汲み取り・単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進していく必要がある。 

表４ 水洗化人口、処理率の推移 （人・％） 

グラフ４ 

参考 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績（人） 104,914 111,604 114,592 121,422 124,612 128,142

実績（％） 63.1 66.9 68.6 72.7 74.7 77.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 

実績（人） 131,248 137,086 138,842 140,611 142,116 143,732

目標（％） 78.7 80.0 81.1 82.1 82.9 83.7

実績（％） 79.0 79.9 81.3 82.4 83.4 84.3

H29 H30 R1 R2 R3 

実績（人） 144,758 145,464 147,079 146,958

目標（％） 84.3 84.9 85.4 85.9 86.4

実績（％） 85.2 85.7 86.7 87.0
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⑤ごみ処理経費と一人あたりのごみ処理経費の推移（参考） 

 一人あたりの建設改良費を除くごみ処理経費は、平成 17 年度以降、概ね 8,000

円前後で推移している。 

 なお、建設改良費にかかるごみ処理経費は、平成 20 年度から平成 23 年度に

かけては現クリーンセンター建設関連経費、平成 29 年度から令和元年度は旧ク

リーンセンター解体関連経費のため増加している。 

 今後も、ごみ処理経費の抑制のため、更なるごみ減量と効率的なごみ処理に

取り組む必要がある。

表５－１ ごみ処理経費の推移 （億円） 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績 18.4 16.2 19.7 41.9 55.5 42.5

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

実績 24.5 12.7 12.7 13.7 14.2 14.7 17.6 25.3 18.6

表５－２ 一人あたりのごみ処理経費の推移 （円） 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 

実績 8,560 8,457 8,544 8,926 9,128 8,444

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

実績 7,603 7,065 7,093 7,538 7,668 8,116 7,931 8,339 8,136

グラフ５ 

※一人あたりのごみ処理経費＝処理・維持管理費÷人口 

※一人あたりのごみ処理費に建設改良費は含まない。 
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⑥家庭から出る可燃ごみの内訳（参考） 

平成29年度から新たに取り組んだ家庭から出る可燃ごみ内容物調査の結果に

よれば、生ごみが約３割から４割、紙類が約３割であり、この２つを合わせる

と全体の約７割程度を占めている。 

 ごみの減量に関しては、生ごみと紙類の減量が効果的であり、これらの減量

に取り組む必要がある。 

表６ 家庭から出る可燃ごみ内容物調査の結果 （％） 

生ごみ 紙類 布類 
プラスチック

製容器包装

その他 

プラスチック
草木 その他 

H29 38.6 30.8 4.2 8.3 ― 4.2 13.9

R2 34.6 30.2 3.5 1.9 9.4 19.4 1.0

グラフ６ 
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（３）現基本計画の取組み状況について

現基本計画（平成 24 年度から令和３年度）に定めた具体的施策の取組み状

況は以下のとおりである。 

今後も、着実な成果を上げるため、それぞれの具体的施策を改めて検証する

とともに、新たな施策を検討し取り組む必要がある。 

表７ 具体的施策の取組み状況 

区分 状況 件数 

〇 予定通り実施したもの 29 件 

△ 実施したが検討、調整を要するもの ２件 

× 未実施のもの ０件 

□ 新たに実施したもの ５件 

合計 36 件 

①ごみの排出抑制・再資源化の推進 

ア リデュース（発生抑制）対策 

項目 具体的施策 取組み状況 

広報・ 

教育・ 

啓発活動

１ 
磐田市生涯学習出前講座

の実施
○ 

地域に出向き、ごみ減量やリサイクルにつ

いての説明会を実施している。 

２ 
夏休み親子ごみ探検教室

の開催
○ 

小学生とその保護者を対象とした体験型の

学習を開催している。 

３ 
その他説明会、施設見学

会、体験学習会等の実施 
○ 

磐田市クリーンセンターの施設見学会、小

中学生を対象としたごみの分別説明会を実

施している。 

４ ごみ処理有料化の検討 ○ 
審議会で検討を行い、有料化よりも分別の

徹底や３Ｒの推進の意見が多かった。（H22） 

５ 
生ごみ水切り運動の実施

検討 
○ 

可燃ごみの排出量削減のため、しっぺいの

ロゴ入り「生ごみ水切り器」を希望する市民

に無料で配布した。(H25） 

６ 

市ホームページ、「広報い

わた」を通じたごみの減量

に関する情報発信 

○ 

随時、ごみ分別アプリやＳＮＳ等も利用し、

ごみの出し方やごみの減量等について、発

信している。 
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項目 具体的施策 取組み状況 

広報・ 

教育・ 

啓発活動

７ 

一般事業所への環境ＩＳ

Ｏ、エコアクション 21 の

啓発 

○ 

エコアクション 21の認証を初めて取得する

市内事業者に対し、取得に要した経費の半

額（上限 50,000 円）を補助している。 

８ 
ゼロエミッション推進へ

の啓発 
△ 

ゼロエミッションに向けた焼却灰やガラ

ス、陶器の資源化の検討を踏まえ、令和３

年度以降、本格的に取り組む。

イ リユース（再使用）対策 

項目 具体的施策 取組み状況 

広報・ 

教育・ 

啓発活動

９ 
バザー､フリーマーケッ

ト等の情報発信
○

ごみ分別ガイドブックにリサイクルショッ

プ等を掲載し、リユースへの啓発をしてい

る。

10 

リサイクルバンク「マガ

モ」の利用促進のための

情報発信

○

ごみ分別ガイドブックに掲載し、リユース

への啓発をしている。

ウ リサイクル（再生利用）対策 

項目 具体的施策 取組み状況 

分別収集

の実施 

11 
資源にするごみの分別収

集実施 
○ 

資源にするごみを７種類に分別し、収集を

実施している。 

12 廃食用油の分別収集実施 ○ 

コンテナ方式で回収をし、バイオディーゼ

ルに精製し、軽油の代替燃料として、市の

収集車に使用している。 

13 
リサイクルステーション

の維持 
○ 

リサイクルステーションと市内５ヶ所に日

曜リサイクルステーションを開設し、排出

環境の充実に努めている。 

14 

古紙リサイクルステーシ

ョン利用促進のための情

報発信 

○ 

市内５ヶ所に開設し、市ホームページ、広

報いわた、ごみ分別ガイドブック等で発信

している。 

15 

雑紙等、利用の少ない資

源の分別促進のための情

報発信 

○ 

市ホームページ、広報いわた、ごみ分別ガ

イドブック等で発信している。 
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項目 具体的施策 取組み状況 

補助事業

の実施 

16 
生ごみ堆肥化容器設置費

補助金交付制度の継続 
○ 

生ごみ堆肥化容器を設置した家庭に半額

（上限１基あたり 3,000 円）の補助金を交

付している。 

17 
古紙等資源集団回収事業

奨励金制度の継続 
○ 

市内で発生する古紙や空き缶等を集団回収

する団体に、回収量に応じて奨励金（１㎏

あたり４円）を交付している。 

処理施設

における

資源化 

18 

磐田市クリーンセンター

における剪定枝などの木

くずのチップ化実施 

○ 

搬入された剪定枝のチップ化を実施し、希

望者へ提供している。 

19 

磐田市クリーンセンター

における灰溶融スラグ、

メタルの有効利用 

△ 

焼却灰からスラグ及びメタルを生成した

が、需要低迷等の課題があり、令和３年度

から民間業者による資源化に取り組む。 

20 
粗大ごみ処理施設におけ

る金属類の回収 
○ 

中遠広域粗大ごみ処理施設で回収し、破

砕、圧縮、梱包などの処理をし、資源化し

ている。 

②ごみの適正な処理の推進 

項目 具体的施策 取組み状況 

収集運搬

体制、 

処理体制

の検討 

21 

家庭ごみ収集カレンダ

ー、ごみ分別ガイドブッ

クの作成 

○ 

回収日時や分別方法、品目ごとの分別早見

表などを掲載し、全戸配布し、周知・啓発

をしている。 

22 
一般廃棄物の効率的な収

集体制の構築 
○ 

家庭ごみの収集エリアを４エリアに再編

し、効率的で安定した収集体制を構築し

た。 

23 

自己搬入の手段を持たな

い市民に対する、粗大ご

みの戸別収集の実施 

○ 

自己搬入の手段を持たない家庭に、有料で

戸別収集を実施している。 

24 
ごみ集積所設置等補助金

制度の継続 
○ 

ごみ集積所の新設や修繕に要する費用の半

額(上限 150,000 円)の補助金を自治会に交

付している。 

25 

磐田市クリーンセンター

における熱エネルギーの

有効利用 

○ 

ごみを燃やす熱を利用し、発電及び厚生会

館、温水プールに温水を供給することでエ

ネルギーの有効活用を図っている。 
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項目 具体的施策 取組み状況 

収集運搬

体制、 

処理体制

の検討 

26 
排出抑制及び再資源化に

よる最終処分場の延命化 
○ 

破砕ごみを可燃ごみに変更した。(H26) 

焼却灰の資源化に取り組んでいる。 

27 最終処分の在り方の検討 ○ 

中遠広域事務組合及び構成市町で検討を進

めた結果、最終処分場の建設よりも民間委

託が有利との結論が出たことから、今後、

民間委託による資源化・最終処分を進めて

いく。 

審議会 

との連携
28 

磐田市廃棄物減量化等推

進審議会において一般廃

棄物処理計画ほか各種施

策の審議 

○ 

年間３回程度開催し、ごみ減量やリサイク

ル等に関する各種施策について審議をして

いる。 

不法投棄・

災害廃棄物

29 

不法投棄対策に関するパ

トロールの強化、啓発活

動の推進 

○ 

市職員及び委託業者による監視パトロール

と不法投棄ごみ回収や、不法投棄防止啓発

看板の貸し出し、環境美化指導員による地

域の見回り活動、警察や県との合同パトロ

ール及び情報提供、春秋の環境美化活動等

を実施している。 

30 

資源物持ち去り行為に関

するパトロールの強化、

警察等との連携 

○ 

条例を一部改正し、持ち去り行為に対する

罰則規定を設けた。(H26) 

市職員によるパトロールを定期的に実施

し、警察と連携し、対応している。 

31 

災害廃棄物の仮置場の確

保、広域的処理体制の構

築 

○ 

災害廃棄物処理計画を策定、改正し、仮置

場候補地の見直しや災害協定の締結を進め

ている。 
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③その他、新たな取組み 

項目 具体的施策 取組み状況 

協定締結 32 
レジ袋削減に向けた協定

の締結 
□ 

市内に店舗のある 15社（33 店舗）と「レ

ジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」

を結び、レジ袋の削減に取り組んでいる。 

市民への

取組み 

33 
ごみ減量、リサイクル啓

発ＤＶＤの作成 
□ 

分別説明会や市ホームページで、周知・啓

発をしている。 

34 ごみ分別アプリの作成 □ 
パソコンやスマートフォンで、ごみ出しル

ールの周知・啓発をしている。 

35 

外国語版分別ガイドブッ

ク、ごみの出し方ＤＶＤ

の作成 

□ 

分別説明会等で、外国人に向けたごみ出し

ルールの周知・啓発をしている。 

事業者へ

の取組み 36 

事業者向けのごみの分け

方・出し方パンフレット

の作成 

□ 

市内事業所への配布や、市ホームページで

事業系ごみの排出者責任や適正処理、リサ

イクル等の周知・啓発をしている。 
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（４）令和３年度の主な取組みについて

①ごみの削減に向けた取組み 

「食品ロス及びプラスチックごみの削減に向けた取組みに関する協定」の締結 

令和３年６月 30 日に 14 社（32 店舗）と協定を締結 

ゼロカーボンシティに向けた取組みの第一歩として、賞味期 

限間近な食料品の割引販売やプラスチック製品（ペットボトル、 

トレイ等）の回収へのポイント付与などを実践することで、食 

品ロスやプラごみ削減を市民に呼び掛ける。 

磐田市クリーンセンターの焼却灰の資源化 

焼却灰の処理を民間施設に委託し、効率的・安定的に資源化するとともに、最終処分 

場への埋立処分量の削減を図る。 

②ごみゼロ（５/30）の日 イベントによる雑紙の排出方法の周知 

雑がみ 530(ごみゼロ)スタンプラリーを初開催 

リサイクルできる紙類を分別するきっかけとなるよう、スタンプラリーを実施 

・実施期間：令和３年２月 25 日（木）～令和３年５月 30 日（日） 

・対  象：市内在住で小学生以下の子どものいる世帯 

・記 念 品：しっぺいトイレットペーパー 世帯で１個 

・実  績：366.4kg の雑がみを回収し、しっぺいトイレット 

ペーパーを 101 個配布 

  ◎現在は磐田市クリーンセンターの施設見学に来場した小学生を対象に実施 

③広報いわた・市ホームページ等での啓発 

広報いわた 

令和３年６月号 リサイクルステーションでの試験回収を継続 

令和３年７月号 生ごみダイエットにチャレンジ！ 

今後も３Ｒ推進、食品ロス削減月間の啓発等について掲載予定 

磐田市ホームページ・ごみ分別アプリ 

ごみの分別やごみの減量等について、パソコンやスマートフォンで随時情報発信 

④10 月の「３Ｒ推進月間」及び「食品ロス削減月間」に併せた普及啓発 

展示コーナーの活用による啓発 

３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)と食品ロス削減を 

推進するため、市役所本庁舎やひと・ほんの庭にこっと展示 

コーナーで啓発を行う。 
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⑤ごみの減量や再資源化の推進 

生ごみ堆肥化容器設置費補助事業 

家庭から出る生ごみの削減を図るため、生ごみ堆肥化容器を購入した家庭に補助金 

 を交付する。 

令和２年度：設置基数 100 基（申請件数 77 件） 

古紙等資源集団回収事業奨励金交付事業 

古紙等の再資源化を推進するため、市内から出る古紙や空きびん、空き缶などを回 

 収する団体に対して、回収量に応じて奨励金を交付する。 

   令和２年度：回収量 約 1,723t（登録団体数 165 団体） 

⑥資源ごみ回収の推進 

リサイクルステーション

開設日：月曜～金曜（祝日を除く）８時 30 分～17 時 

    毎週日曜 ９時～11 時 

回収品目：プラスチック製容器包装、空き缶、空きびん、ペットボトル 

廃食用油、蛍光管、乾電池、古着類、使い捨てライター 

新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、パソコン、スプレー缶 

金属ごみ、ガラス、陶器、羽毛ふとん 

資源化の推進に向けて回収方法を検証するため試験回収を実施 

実施日：令和３年３月 30 日（火）～令和４年３月 31 日（木） 

令和２年度：開設日数 245 日 利用者数 35,216 人 

日曜リサイクルステーション 

開設日：日曜 ９時～11 時 

（毎週：磐田 第２：福田 第３:竜洋、豊岡 第４:豊田） 

    ※令和３年度より、磐田地区（第１日曜）の開設日を毎週日曜日に拡充 

令和２年度：開設日数 48 日 利用者数 10,691 人 

古紙拠点回収（市内５ヶ所） 

   令和２年度：回収量 約 118t 

⑦施設見学会、ごみの分別説明会 

ごみ減量及びリサイクル推進の意識啓発を図るため、小中学 

 生を対象としたごみの分別説明会を実施 

  令和２年度の磐田市クリーンセンターの施設見学は、新型コ 

ロナウイルス感染拡大の影響で中止したが、令和３年度は感染 

症対策を講じて実施 

   令和２年度：開催回数 15 回 参加人数 1,075 人 
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広報いわた　令和３年３月号

広報いわた　令和３年６月号
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広報いわた　令和３年７月号




























